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同窓会支援事業費補助金費用の一部を助成
します

　本事業は、定住人口の増加と地域経済の活性化を図
るため、ふるさと回帰のきっかけとなる同窓会の開催
に要する費用の一部を補助するものです。
　なお、今年度は出席者が 100人以上かつ県外在住
者が 10人以上参加する同窓会については、補助金の
上限を10万円に引き上げました。
▽補助対象者　同窓会の主催者
▽補助要件　次の全てに該当するもの
①市内で開催されること
②出席者数が20人以上で、うち県外在住者が5人以
上であること
③出席者が20歳以上であること
④出席者に市が提供するパンフレットなどの配布を行
うほか、アンケートに協力すること
▽補助金の額　出席者数× 2,000 円とし、出席者が
100 人に満たない場合、または県外在住者が 10人
未満の場合は 5万円、出席者が 100人以上かつ県外

在住者が10人以上の場合は10万円を上限とします。
※補助対象経費の実支出額の合計額が補助上限額に満
たない場合は、それを限度とします。
▽対象経費　開催案内文書の作成や送付に必要な印刷
製本費および通信運搬費／市内の飲食店などに支払う
同窓会の開催経費
▽申請方法　同窓会開催日の 14 日前までに、申請
書類をひろさき未来戦略研究センター（市役所 3階、
窓口306）へ。
※申請書類は同センターで配布しているほか、市ホー
ムページからもダウンロードできます。
▽注意事項など　同一の同窓会に対する補助金の交付
は、年度内 1回のみです／予算額に達した時点で受
け付けを締め切ります／補助金は事業完了後に交付し
ます
■問い合わせ・申請先　ひろさき未来戦略研究セン
ター人口減少対策担当（☎40・7121）

選挙における投票所の変更などについて投票に出掛ける際
はご注意ください

【投票所の変更】
　選挙における公平性の確保、投票区の規模の適正化、
選挙事務費用の削減などを総合的に検討し、一部投票
所・投票区域の変更を行います。これに伴い、次回の
選挙から下表のとおり投票所および投票区域が変更と
なりますので、有権者の皆さんのご理解とご協力をお
願いします。

　なお、投票日当日は、各世帯に送付する「投票所入
場券」に記載されている投票所名および投票所付近の
略図を確認の上、投票にお出掛けください。
【ヒロロでの期日前投票時間の延長】
　できるだけ多くの有権者が投票できるように、次回
の選挙からヒロロ（駅前町）での期日前投票時間を２
時間延長します。
▽投票時間　午前10時～午後８時
【選挙権について】
　今年の夏の参議院議員通常選挙より選挙権年齢が満
18歳以上に引き下げられます。
　また、投票する場所は原則として住民票のある市区
町村ですが、今年の春に引っ越しをした人は、転入届
出日によっては旧住所地での投
票になる場合がありますのでご
注意ください（新住所地で投票
するためには、新住所地に転入
届出をした日から参議院選挙の
公示日前日までに３カ月以上経
過している必要があります）。
■問い合わせ先　選挙管理委員
会事務局（☎35・1129）

▼変更となる投票所および投票区域
今までの投票所 変更後の投票所および投票区域

投票所名 投票所名 投票区域

堀越公民館
泉野多目的
コミュニ
ティ施設

大清水・大清水４丁目・泉
野１～５丁目・門外字川面

取上公民館 清原２～４丁目
松原小学校 安原１・３丁目
弘前実業高等学校 学園町（１の 35～１の 99）
豊田小学校 東小学校 外崎３丁目（１～３）
弘前市勤労青少年
ホーム 城西小学校

全て（投票所のみの変更）
第二中学校

和徳幼稚園 野田町会集
会所

致遠小学校 致遠児童セ
ンター

社会福祉問題対策協議会の委員を募集知識・経験を生か
してみませんか

　市では、市が行う社会福祉施策における諸問題につ
いて、調査・協議し、適切な施策の推進を行うため、
弘前市社会福祉問題対策協議会を設置しています。
　今回、この協議会の委員を募集しますので、奮って
ご応募ください。
▽応募資格　市内に在住する平成８年４月１日以前に
生まれた市民（国または地方公共団体の議員、公務員、
市のほかの附属機関の委員を除く）
▽募集人員　２人程度
▽募集期間　６月１日～30日（必着）
▽活動内容　主に福祉避難所および災害時に支援が必
要な「要支援者」関係をテーマとした協議（予定）
▽任期・会議の開催など　任期は委嘱した日から２年
間。会議は年２回程度、原則として平日の日中に開催
予定
▽報酬　委員長に１万 2,100 円、委員に１万円を支

給（いずれも日額）
▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、
持参またはＥメールで提出を。
①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・職業・
電話番号
②社会福祉に関する知識経験など
③「災害時における要支援者の避難誘導について」を
テーマとした作文（400字程度）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市ホーム
ページに掲載しているほか、福祉政策課（市役所１階、
窓口160）でも配布しています。
▽選考・発表　応募書類の記載事項を審査の上、選考
し、結果は応募者全員に書面で通知します。
■問い合わせ・提出先　福祉政策課総務係（〒036・
8551、上白銀町１の１、☎ 40・7112、Ｅメール
fukushiseisaku@city.hirosaki.lg.jp）

　平成９年４月から「弘前市自転車等の放置防止に関
する条例」に基づき、JR弘前駅中央口周辺の一帯を
自転車や原付バイクの放置禁止区域に指定しています
が、依然として放置されている自転車などが見受けら
れます。　
　「放置されている自転車など」とは、公共の場所（道
路や広場など）に置かれている自転車や原付バイクで、
利用者がその場を離れていて、すぐに移動できない状
態のものをいいます。
　道路や歩道などに放置された自転車やバイクは、歩
行者の妨げとなり、子どもや身体の不自由な人には大
変危険です。また、緊急時の障害となったり、街の美
観を損ねることにもなります。
▽禁止区域に放置すると
　禁止区域に自転車などが放置されている場合、次の
ように取り扱います。
①警告札を取り付ける／②警告後も放置されている場
合は撤去する／③撤去後は城西大橋下の保管所（南袋
町）で一時保管する／④所有者が判明した場合は、引
き取りの通知をする／⑤引き取りのない自転車などは

告示後２カ月で処分する
※放置自転車の販売はしていません。
▽撤去自転車などの引き取り　
　撤去自転車などが一時保管されている保管所に、次
のものを持参してください。
①身分を証明するもの（免許証、学生証、保険証な
ど）／②印鑑／③鍵／④撤去保管料（１台）…自転車
＝2,050円、原付バイク＝3,080円
【自転車の盗難にご注意を】
　JR弘前駅周辺、大型商店、学校などの駐輪場で自
転車の盗難が増えています。盗難防止のために次のこ
とを心掛けてください。
①鍵は必ず掛ける（１つだけでなく、二重三重に掛け
るようにする）
②外されにくい鍵（ワイヤー錠やU字ロックなど）
を取り付ける
③購入時に必ず防犯登録をする（盗難にあった場合、
自転車を探す手掛かりとなります）
■問い合わせ先　都市政策課交通政策推進室（☎
35・1102）

JR弘前駅中央口周辺は
自転車や原付バイクの放置禁止区域

ルール・マナー
を守りましょう


